
屋久島町食育・地産地消推進計画（第２次）（素案） 

 

 

 

 

 

屋久島町食育・地産地消推進計画（素案） 

 

（ 第２次 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年〇月 

  



屋久島町食育・地産地消推進計画（第２次）（素案） 

 

 

目  次 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 ･･･････････････････････････････････････････････････････ １ 

２ 計画の位置づけ ･･･････････････････････････････････････････････････････ １ 

３ 計画の期間 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ １ 

 

第２章 食育・地産地消をめぐる現状と課題 

１ 屋久島町の農林水産業 ･････････････････････････････････････････････････ ２ 

２ 学校給食における地場産物使用状況 ･････････････････････････････････････ ３ 

３ 第１次食育推進計画の達成状況 ･････････････････････････････････････････ ５ 

４ 屋久島町食育・地産地消アンケート結果 ･････････････････････････････････ ６ 

 

第３章 食育・地産地消推進の基本的な考え方 

１ 基本目標 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ １９ 

２ 基本的施策 ･････････････････････････････････････････････････････････ １９ 

 

第４章 食育・地産地消推進に関する施策 

１ 豊かな食文化と元気な農林水産業に根ざした食育の推進 ･････････････････ ２０ 

２ 家庭・地域・学校等における取組とライフステージに応じた食育の推進 ･･･ ２１ 

  ３ 食生活の改善に向けた取組の推進 ･････････････････････････････････････ ２２ 

  ４ 地場産物の積極的な利用による地産地消の推進 ･････････････････････････ ２３ 

 

第５章 計画の推進にあたって 

１ 推進体制 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ ２５ 

２ 計画の進行管理 ･････････････････････････････････････････････････････ ２５ 

３ 関係者の役割 ･･･････････････････････････････････････････････････････ ２６ 

 

第６章 数値目標 

１ 食育の推進 ･････････････････････････････････････････････････････････ ２７ 

２ 地産地消の推進 ･････････････････････････････････････････････････････ ２７ 

 

参考資料 

  ○ 食生活指針 ･･････････････････････････････････････････････････････････ ２８ 

○ かごしま版食事バランスガイド ････････････････････････････････････････ ２９ 

○ 屋久島町の農林水産物  ･･･････････････････････････････････････････････ ３２ 

  ○ 伝えたい食文化  ･････････････････････････････････････････････････････ ３４ 

 



屋久島町食育・地産地消推進計画（第２次）（素案） 

1 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

 私たちが心身の健康を維持し、生涯にわたって生き生きと暮らすためには、何よりも「食」

が重要です。しかし、「食」を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、「食」に関する価値

観やライフスタイルの多様化等による意識の変化とともに、栄養の偏り、食習慣の乱れ、こ

れらに起因する生活習慣病、過度の痩身や低栄養等の問題など、食の大切さへの意識が薄れ

つつあり、健全な食生活が失われていくことが危惧されています。 

 このような状況の中、国においては、平成１７年６月に「食育基本法」を制定し、国民が

生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むために食育を推進することとしまし

た。また、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推

進することを目的として、平成２３年３月には「地域資源を活用した農林漁業等による新事

業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」を制定しました。そして、鹿児

島県は、地産地消を基本とした健康で豊かな食生活の普及・定着を目指して、「鹿児島の“食”

交流推進計画」を策定して、食育と地産地消の取組を推進しています。 

屋久島町においても、「食」に関わる全ての人が一体となって地域における食育と地産地消

の取組を推進していくために「屋久島町食育・地産地消推進計画」を策定します。 

 この計画は、屋久島町の食育・地産地消のあり方を明確にするとともに、推進の基本的な

考え方や取組を示すものであり、町民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の

恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して適切

な判断を行う能力を身につけることにより、生涯にわたって心身の健康を増進する健全な食

生活を実践することができる社会の実現を目指します。 

２ 計画の位置づけ 

 この計画は、「食育基本法（平成１７年法律第６３号）」第１８条第１項に基づく市町村食

育推進計画及び「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水

産物の利用促進に関する法律」第４１条第１項に基づく市町村促進計画として位置づけ、本

町の食育・地産地消に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となるものとし

ます。 

また、屋久島町の将来像を実現するため、「屋久島町長期振興計画」を上位計画とし、「健

康やくしま２１」「屋久島町農業振興計画」等の関係諸計画と整合を図り、食育・地産地消を

効果的に推進するための計画として策定します。 

３ 計画の期間 

本計画は、平成２９年度を初年度とし、平成３３年度を目標年度とする５か年計画としま

す。ただし、計画期間中に著しい状況の変化等が生じた場合には、必要に応じて見直しを行

うこととします。  
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第２章 食育・地産地消をめぐる現状と課題 

１ 屋久島町の農林水産業 

（１）農業の現状 

屋久島町は、恵まれた温暖な気候を生かしたぽんかん・たんかんを主体とした果樹栽培が

行われており、たんかんは「かごしまブランド産地」として指定されるなど、屋久島の代表

的な農産物となっています。果樹のほか、野菜ではバレイショや実エンドウ、そして、お茶

やガジュツ、ウコンなども多く栽培されており、近年ではハウス等を利用して花き、パッシ

ョンフルーツなども栽培されています。また、生産牛の飼育や養豚等の畜産経営なども営ま

れており、他産業への波及効果も高く本町を支える基幹産業と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水産業の現状 

本町周辺の海域は、岩礁が多いことや付近を黒潮が流れることから、県内でも有数の漁場

が形成されています。特に日本一の水揚げ量を誇るトビウオに見られる網漁（ロープ曳き）

や、サバの一本釣り漁、車エビの陸上養殖などが営まれています。 

サバは、首折れサバとして刺身で食べられるほか、さば節などに加工されたり、トビウオ

はすり身やくん製に加工されたりと、水産加工業も盛んになってきています。 
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（３）林業の現状 

森林・林業を取り巻く状況は、木材価格の長期低迷、林業採算性の悪化などにより森林施

業の意欲が減退し、森林の有する多面的機能の低下が懸念されるなど厳しい状況にあります。

しかし、杉を中心とした人工林が育成期から利用期を迎えており、今後、木材の生産・利用

面において新たな取組や体制づくりの構築により、地域林業の振興を図ることなどが期待さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校給食における地場産物使用状況 

 本町には、４か所の給食センター（共同調理場）があり、幼稚園（１園）、小学校（９校）、

中学校（４校）に安全・安心な給食を提供しています。学校給食は、子どもたちが将来の豊

かな食生活や地域の食文化を学ぶための優れた教材であり、また、地元の農林水産業に興味

を持つきっかけとなることなどから、地場産物を活用した学校給食の提供は、食育・地産地

消を推進する上で非常に重要な役割を果たしています。 

本町で生産されている農産品目において、平成 28 年１月から 12 月までの間に学校給食で

使用された町内産農産物の使用割合は 12.4％となりました。分類別の内訳を見ると、米

19.2％、根菜類（ばれいしょ、さといも等）12.6％、果菜類（かぼちゃ、なす等）18.4％、

葉茎菜類（たまねぎ、にら等）1.2％、果物（たんかん・ぽんかん）100％でした。また、近

海で獲れる水産物の使用割合は、すり身等の加工品を含んで 66.6％であり、農林水産物合計

では 14.6％となりました。 

 学校給食では、米飯給食週３～４回、パン給食週１～２回を実施し、児童及び生徒の心身

の健全な発達と食育の推進を図るため、米飯給食・パン給食それぞれに合わせたバランスの

とれた献立とともに、子どもたちが地域の食文化に興味が湧くように季節の地場産物を活用

した郷土料理献立を作成し、併せて、栄養教諭等による給食指導を含めた食に関する指導な

どを積極的に行っています。 
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学校給食における町内産農林水産物使用実績（平成 28年１月～12月） 

単位：kg、％ 

項 目 総使用量 町内産使用量 町内産使用割合 

農産物 ３７,４９９.８  ４,６６０.０  １２.４  

 

穀類（米） １２,３５７.０  ２,３７８.０  １９.２  

根菜類 １１,７４７.７  １,４７７.５  １２.６  

果菜類 ２,２０５.０  ４０５.３  １８.４  

葉茎菜類 １０,８６９.７  １２８.８  １.２  

果物 

（たんかん・ぽんかん） 
２７０.４  ２７０.４  １００.０  

水産物 １,５７１.７  １,０４６.９  ６６.６  

合 計 ３９,０２１.５  ５,７０６.９  １４.６  

資料：屋久島町学校給食センター 
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とびうおのからあげ 

 

スライスしたさば節をしょうが、人参と一緒

に油でいためて甘辛く味付けし、錦糸卵とと

もにごはんにかけていただきます。 

 

屋久島産のトビウオをカリッ

と油で揚げているので、小骨

も気にせず食べられます。 
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３ 第１次食育推進計画の達成状況 

 第１次屋久島町食育推進計画は、平成 24 年度から平成 28 年度までを期間として作成しま

した。第２次屋久島町食育・地産地消推進計画は、平成 28年度に実施した食育・地産地消ア

ンケートの結果や前回計画の達成度などを踏まえて新たな目標を設定します。 

 

 

目標① 食育について 

指 標 項 目 
基準値 

(22年度) 
目標値 

(28年度) 
実績値 

(28年度) 
達成 
状況 

朝食を食べていない人（小学生） ２.０％  ０.０％  ８.９％  × 

朝食を食べていない人（中学生） ２.５％  ０.０％  ７.０％  × 

学校における食育についての学

習・料理教室等の実施 
年１回  年３回以上  年３.３回  〇 

  資料：平成 22年度学校・調理場アンケート調査及び平成 28年度 食育・地産地消アンケートより 

 

目標② 地産地消について 

指 標 項 目 
基準値 

(23年度) 
目標値 

(28年度) 
実績値 

(28年度) 
達成 
状況 

地場産物の学校給食への導入 ９.６％  １０.０％  １４.７％  

※１  
〇 

学校給食への郷土料理の導入回数 年３回  年６回以上  年１４回  〇 

  資料：平成 22年度学校給食による地産地消データ及び平成 28年度学校給食による調査より 

  ※1 対象品目は町内で生産されている農林水産物としています。 

 

目標③ 地域・学校における食育の推進について 

指 標 項 目 
基準値 

(23年度) 
目標値 

(28年度) 
実績値 

(28年度) 
達成 
状況 

学校保護者との料理教室・試食会

の実施 
年１回  年３回以上  年３.２回  〇 

  資料：平成 22年度学校給食による地産地消データ及び平成 28年度学校給食による調査より 

 

 

（注）目標①～③の「達成状況」欄は、実績値が目標値を達成している場合に「〇」、目標の達成には

至らなかったものの、基準値と比較して数値が改善している場合に「△」、基準値と比較して数値

が悪化している場合に「×」としています。 
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４ 屋久島町食育・地産地消アンケート結果 

 

  本計画を策定するにあたって、食に関する現状や意識・課題等を把握し、目標値の設定

や実態に沿った取り組みを推進するための基礎資料とするため、町内の小中学生、高校生

及び小中学生の保護者を対象としたアンケートを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇ 調査対象者 

① 町内全小学６年生 

② 町内全中学３年生 

③ 屋久島高等学校全生徒 

④ 保護者（町内全小学２年生及び中学２年生） 

 

◇ 調査期間 

  平成２９年１月１６日 ～ 平成２９年１月２５日 

 

◇ 調査方法 

  町内小中学校及び屋久島高等学校の協力を得て配布・回収 

 

◇ 回収状況 

 配布数 回収数 回収率 

小学生 １３５ １２３ ９１.１％ 

中学生 １２３ １１４ ９２.７％ 

高校生 ２４７ ２３７ ９６.０％ 

保護者 ２５８ １９７ ７６.４％ 
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（１）食習慣の状況 

① 朝食について 

 朝食をほとんど食べない割合は、小学生９％、中学生７％、高校生８％であり、保護者は

14％となりました。理由は「時間がない」や「食欲がない」というものでした。 

朝食は、１日のリズムを作ったり、体温を上昇させたりと、その日を快適に過ごすために

非常に重要な役割を果たすことから、欠食率を低下させる取組が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

② 子どもたちの食事や手伝いについて 

 小中学生は、85％前後がいつも「いただきます」や「ごちそうさま」を言っていますが、

高校生では 57％となっています。また、ごはんをよく噛んで食べることについては、中高校

生の半数以上が気にしていません。よく噛んで食べることは、脳の発達や肥満予防などにも

84% 

79% 

75% 

75% 

6% 

11% 

12% 

6% 

1% 

3% 

5% 

5% 

9% 

7% 

8% 

14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

朝食の摂取状況 

毎日食べる 

週５～４日 

週３～２日 

ほとんど食べない 

32% 

37% 

34% 

56% 

37% 

42% 

4% 

11% 

5% 

0% 

4% 

5% 

4% 

0% 

3% 

4% 

11% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

朝食の欠食理由 （児童生徒） 

時間がない 

食欲がない 

準備されていない 

家族が食べない 

太るから 

その他 

39% 33% 16% 2% 10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

朝食の欠食理由 （保護者） 

時間がない 

食欲がない 

習慣がない 

体形維持等のため 

その他 

（複数回答含む） 

（複数回答含む） 
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69% 

29% 

2% 
0% 

食事におけるコミュニケーション 

必要 あった方が良い 

必要とは思わない 必要ない 

効果があることから、子どもたちの健全育成のために普及・啓発が必要であると言えます。 

食事の手伝いについて、「毎日する」、「ときどきする」という小中学生が 89％となってお

り、高校生も 82％となっています。そして、手伝いの内容は「テーブルの準備（配膳）」、「テ

ーブルの片付け」、「皿洗い」などをしています。 

 

 

 

 

③ 食事におけるコミュニケーションについて 

 保護者の 98％が食事の際のコミュニケーション

は「必要」又は「あった方が良い」と回答し、「必要

ない」は０％でした。 

家族で一緒にごはんを食べる「共食」について、

朝食は、子どもの登校時間と保護者の出勤時間の違

いなどから、一人で食べる（孤食）割合が小学生で

22％、中学生 33％、高校生 42％となっています。し

かし、夕食では、食事におけるコミュニケーション

の重要性などから、多くの家庭で家族そろって食卓

を囲んでいます。 

87% 

84% 

57% 

10% 

15% 

2% 

0% 

0% 

26% 

3% 

1% 

15% 

0% 50% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

食前・食後のあいさつ 

いつも言う 学校では言う 家では言う 言わない 

44% 

38% 

26% 

45% 

51% 

56% 

8% 

10% 

16% 

3% 

1% 

2% 

0% 50% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

食事の手伝い 

ほとんど毎日する ときどきする 

ほとんどしない しない 

54% 

44% 

46% 

2% 

1% 

2% 

44% 

55% 

52% 

0% 50% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

よく噛(か)んで食べているか 

はい いいえ 気にしていない 

9% 

8% 

8% 

14% 

11% 

13% 

34% 

33% 

31% 

26% 

27% 

26% 

15% 

20% 

19% 

2% 

1% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

食事の手伝い内容 

買い物 料理 

テーブルの準備（配膳等） テーブルの後片づけ 

皿洗い その他 

（複数回答） 
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④ 学校給食について 

 学校給食を「好き」と回答したのは、小学生 80％、中学生 69％であり、一方で約 10％の

小中学生が「あまり好きではない」や「嫌い」との回答でした。嫌いな理由としては、小学

生では「嫌いな食べ物が出る」との意見が多く、中学生では「ゆっくり食べられない」が多

数を占めました。また、その他の意見として、「切り方が大きい」や「量が少ない」などの意

見もありました。 

 

 

 

  

25% 

16% 

11% 

37% 

53% 

51% 

47% 

37% 

22% 

33% 

42% 

26% 

0% 50% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

朝食の共食状況 

家族そろって 

だいたい家族 

ほとんど１人（ときどき家族） 

80% 

69% 

6% 

9% 

3% 

3% 

11% 

19% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

学校給食の好き嫌い 

好き 

あまり好きではない 

嫌い 

どちらでもない 

63% 

68% 

28% 

26% 

9% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

学校給食が好きな理由 

みんなと食べるのが楽しいから 

いろんな料理が食べられるから 

その他 

10% 

58% 

70% 

42% 

20% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

学校給食が好きではない理由 

ゆっくり食べられないから 

嫌いな食べ物が出るから 

その他 

（複数回答含む） （複数回答含む） 

68% 

64% 

60% 

78% 

29% 

32% 

32% 

17% 

3% 

4% 

8% 

5% 

0% 50% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

夕食の共食状況 

家族そろって 

だいたい家族 

ほとんど１人（ときどき家族） 
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39% 

45% 

15% 
1% 

0% 

外食や中食（惣菜等の利用）の状況 

ほぼしない（年に数

回程度） 
月に２～３回程度 

週に１～２回程度 

週に３回以上 

ほぼ毎日 

⑤ 外食・中食について 

 外食や市販の弁当（惣菜）等を購入しての

食事（中食）の割合は、「ほぼ利用しない」

との回答は 39％でした。最も多かったのは

「月に２～３回程度」との回答が 45％であ

り、また、「週に１～２回程度」との回答も

15％ありました。本町においても生活スタイ

ルの多様化などにより、半数以上の家庭で利

用されています。 

外食や中食を利用する場合でも、栄養バランスに配慮した選択を行うことが大切です。 

 

 

（２）健康に関する意識 

① 健康について 

メタボリックシンドロームについては、76％が意味を含めて知っており、周知が進んでい

ますが、生活習慣病に気を付けて食事をしているのは、47％と半数を下回る結果となりまし

た。この２つは関係が深いことから食事、運動、休養・睡眠などに気を付けて、良い生活習

慣に心がけ、健康寿命を延伸させるように努めることが大切です。 

 

 

 

② 食生活指針について 

食生活指針は、私たちの食生活が多くの問題を抱えていることから、平成 12 年３月に

一人ひとりの健康増進、生活の質の向上、食料の安定供給の確保などを図ることを目的とし

て策定されたものです。 

食生活指針について、「内容も含めて知っている」と回答したのは 13％であり、周知され

ているとは言い難い結果となりました。また、内容も含めて知っていると回答した方のうち、

実践しているとの回答は 21％でした。実践内容は、バランスの良い食事、野菜・乳製品・魚

などの組合せ、塩分や脂肪を控えるとの意見でした。 

76% 

24% 

0% 

「メタボリックシンドローム」について 

意味も含めて知っ

ている 

言葉は知っている

が意味は知らない 

知らない 

47% 

12% 

41% 

「生活習慣病」について 

気を付けている 

気を付けていない 

どちらともいえな

い 
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多くの町民が生涯にわたって生き生きと暮らすことができるように、食生活指針の周知か

ら実践までの取組を充実させる必要があります。 

 

 

 

 

③ 食事バランスガイドについて 

食事バランスガイドは、健康で豊かな食生活の実現を目的に策定された「食生活指針」を

具体的な行動に結びつけるものとして、平成 17年６月に決定されました。鹿児島県では、郷

土料理や県産農林水産物を取り入れた「かごしま版食事バランスガイド」を策定し、食生活

指針の実践に取組んでいます。 

食事バランスガイドを内容まで知っているのは 21％となっており、また、内容を知ってい

て実践しているのは 28％との結果となりました。食生活指針と同様に、周知から実践までの

取組を充実させる必要があります。 

  

13% 

40% 

47% 

「食生活指針」について 

内容も含めて

知っている 

言葉は知ってい

るが内容は知ら

ない 

知らない 

14% 10% 30% 19% 16% 4% 6% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「食生活指針」の実践内容 

食事を楽しむ １日の食事のリズム 

食事（主食・主菜・副菜）のバランス 野菜・果物、牛乳・乳製品、豆腐、魚などの組合せ 

塩分や脂肪を控える 穀物の摂取 

日々の活動に見合った食事量 その他 

21% 

34% 

45% 

「食事バランスガイド」について 

内容も含めて知っ

ている 

言葉は知っている

が内容は知らない 

知らない 

28% 

56% 

16% 
0% 

「食事バランスガイド」の実践について 

はい 

ときどきしている 

あまりしていない 

いいえ 

（複数回答） 

21% 

61% 

18% 
0% 

「食生活指針」の実践について 

はい 

時々している 

あまりしていない 

いいえ 
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70% 

8% 

17% 

2% 

3% 
「食育」への役割について 

家庭 

幼稚園・保育園 

学校 

自治体（町・保健

所） 

地域 

（３）食育に関する意識 

① 食育の認知度及び関心について 

「食育」について、言葉を知っている人は、中高校生及び保護者では 90％を超え、小学生

でも 81％となっています。しかし、その意味まで理解している人は、小中学生では約 20％、

高校生でも 31％との結果となりました。また、保護者の食育への関心は 80％と非常に高いこ

とが分かりました。 

 

 

 

  

 

 

② 食育への取組及び役割について 

 食育で重要な役割を果たすのは、「家庭」

との意見が 70％を占めました。また、取

組で重要なものは、それぞれ「生産者等へ

の感謝・体験活動」、「食の安全性に関する

知識・理解」となりました。 

 今後、食育を推進していくにあたっては、

家庭を中心とし、関係機関の連携により、

各種の取組を進めることが重要です。 

 

20% 

22% 

31% 

72% 

61% 

68% 

62% 

27% 

19% 

10% 

7% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

「食育」について 

言葉も意味も知っていた 

言葉は知っていたが意味は知らなかった 

知らなかった 

◇ 食育とは･･･ 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものであり、

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食

生活を実践することができる人間を育てることです。 

32% 

48% 

18% 
2% 

「食育」への関心について 

ある 

どちらかといえ

ばある 

どちらかといえ

ばない 

ない 

（複数回答含む） 
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③ 食文化の継承・郷土料理について 

本町においても地域の特性を生かした様々な調理方法・加工が伝えられており、それらを

後世に伝え残していくのも「食育」の重要な役割の一つであると言えます。 

郷土料理や特産品について、小中高校生とも半数以上が知っており、郷土料理では「けん

ちゃん」、「かいのこ汁」、「かからん団子」、特産品では「ぽんかん・たんかん」、「さば節」、

「トビウオ」という回答がありました。また、半数以上の家庭で地場産物を使って料理がさ

れたり、郷土料理が作られたりしています。 

 

 

  

14% 16% 15% 4% 16% 6% 11% 9% 8% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保護者 

「食育」への取組 

食生活習慣の改善 食の安全性に関する知識・理解 

食を通じたコミュニケーション 食品廃棄の減少や海外依存の減少 

生産者等への感謝・理解及び農林水産業の体験活動 歯の健康や肥満等の改善 

食文化・伝統料理の継承 食事に関するあいさつや箸など作法の習得 

地元食材を使った調理体験 その他 

57% 

54% 

63% 

43% 

46% 

37% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

郷土料理・特産品について 

知っている 

知らない 

25% 

29% 

40% 

6% 

地場産物使用及び郷土料理について 

はい 

ときどきしている 

あまりしていない 

いいえ 

（複数回答） 
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48% 52% 

日常生活における食への不安 

ある 

ない 

（４）食の安全・安心に関する意識 

① 食品の購入について 

 食品を購入する際に気にする点を３つ選んでもらったところ、最も多かったのが「価格」

であり、次が「消費・賞味期限」、以下「安全」、「産地」という結果となりました。 

 

 

 

② 食の安全・安心について 

 食品の不正表示や農産物の残留農薬の問題等、全国的

に消費者の食の安全性を脅かす問題が発生しています。

本町においても、約半数が食に対して不安を感じており、

その多くが「食品添加物」や「生産地・原産地に関する

こと」との回答でした。食品の安全性の確保と安全性に

関する情報の提供により、食に対する知識と正しい理解

を深めることが求められています。 

 

 

  

23% 27% 15% 14% 0% 7% 7% 4% 2% 1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品購入時に気にする点 

消費・賞味期限 価格 安全 産地 ブランド・マーク 

量 味 低農薬・無農薬 見た目（色や形） その他 

10% 14% 5% 21% 21% 10% 10% 3% 3% 3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食への不安の内容 

食品表示 残留農薬 家畜の各種疾病 

生産地・原産地に関すること 食品添加物 遺伝子組み換え食品 

加工時の食品衛生、品質管理 環境ホルモン アレルギー物質 

その他 

（複数回答） 

（複数回答） 
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（５）地産地消に関する意識 

① 地産地消の認知及び実践について 

「地産地消」について、意味まで知っていると回答した高校生は 76％ですが、小中学生で

は 80％を越えており、保護者においても 88％と多くの方が意味まで知っています。そして、

言葉を知っている人まで考慮すると、小中高校生及び保護者のすべてで 95％前後となり、広

く認知されていることが分かります。一方、地産地消を意識して買い物をしている保護者に

ついては、「ときどきしている」との回答まで考慮すると 65％であり、十分に意識されてい

るとは言い難い状況にあることから、今後、一層の取組が必要です。 

推進における効果的な取組として挙げられたのは、「スーパー等における地場産物の充実」

や「学校給食における地場産物の利用」であったことから、関係機関が連携して地産地消に

向けた取組が必要です。 

 

 

 

  

86% 

80% 

76% 

88% 

9% 

14% 

17% 

9% 

5% 

6% 

7% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

「地産地消」について 

言葉も意味も知っていた 言葉は知っていたが意味は知らなかった 知らなかった 

25% 

40% 

28% 

7% 

「地産地消」の実践について 

はい 

ときどきしている 

あまりしていない 

いいえ 
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② 農林水産業体験について 

 農林水産業体験は、小中高校生では約 70％が経験しており、学校や地域における各種の体

験活動の成果であると考えられます。また、経験者及び未経験者ともに、多くの児童生徒が

これからの体験を希望しています。 

 保護者の農林水産業体験は、小中高校生より低い 62％ですが、体験により地元食材への愛

着が増したとの回答は 73％となりました。さらに、保護者のほとんどが子どもたちの農林水

産業体験の必要性を感じています。今後も食育・地産地消推進のため、学校等における取組

と関係機関が連携した体験活動の充実が求められています。 

 

  

11% 27% 7% 31% 20% 4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「地産地消」推進における効果的な取組 

各種イベントの活用 学校給食における地場産物の利用 

飲食店における地場産物の利用促進 スーパー等での地場産物コーナーの充実 

地場産物直売所の充実 その他 

70% 

67% 

72% 

62% 

30% 

33% 

28% 

38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生 

中学生 

高校生 

保護者 

農林水産業体験 

はい 

いいえ 

◇ 地産地消（「地域生産、地域消費」の略語）とは･･･ 

 地域で生産された農林水産物をその地域で消費することです。地域で生産され

た農林水産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農林水産業者と消費者を

結びつける取組であり、これにより、消費者が生産者と「顔が見え、話ができる」

関係で地域の農林水産物・食品を購入する機会を提供するとともに、地域の農林

水産業への理解促進や関連産業の活性化を図ることです。 

（複数回答含む） 
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6% 

21% 

農林水産業体験による地元食材への愛着

の増加 

はい 

いいえ 

どちらでもない 

84% 

1% 

15% 

農林水産業体験の必要性 

はい 

いいえ 

分からない 
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（５）食品ロスに対する意識 

 日本では、年間約１,７００万トンの食品廃棄物が発生していると推計されており、このう

ち、本来食べられるのに廃棄されている、いわゆる「食品ロス」は、約５００～８００万ト

ンと試算されています。大量の「食品ロス」が資源・環境等へ与える影響は大きなものとな

っていることから対応が求められています。 

 本町では、食品ロスを減らすよう心がけている（調理や保存に気を付けて食品の無駄や廃

棄を減らすようにしている）と回答した家庭は 92％であり、さらに、事業所（宿泊業及び飲

食業）アンケート（回答：65事業所）においては、98％となっています。本町においてこれ

まで取り組んできた各種の廃棄物対策により、食品ロスの削減に対しても高い意識を持って

いると考えられます。 

 

◇食品ロス率の推移   （単位：％） 

 一般家庭 

平成 15年度 4.8 

平成 17年度 4.1 

平成 19年度 3.8 

平成 21年度 3.7 

平成 26年度 3.7 

  資料：食品ロス統計調査（農林水産省） 

 注１ 一般家庭の食品ロスは、世帯における廃棄（過剰 

除去と食べずに直接廃棄）と食べ残しの合計 

 

 

※ 「宿泊業・飲食業」は、平成 28年 11月に実施した「業務用食材使用状況等に関するアンケート」より 

 

 

  

51% 
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41% 

8% 
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0% 
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2% 
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飲食業 

食品ロスに対する意識 

はい ときどきしている あまりしていない いいえ 
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第３章 食育・地産地消推進の基本的な考え方 

１ 基本目標 

 本町の第一次振興計画基本構想で掲げているまちづくりの目標の一つに「住民が安全で安

心して暮らせるまちづくり」があります。これは、町民一人一人が生涯にわたって、地域・

社会・町の一員として、それぞれの立場で役割と生きがいを持ち、生き生きと心身ともに元

気に暮らせる町を目指すものです。 

 心身ともに健康であり続けるためには、健全な食生活を送ることが必要不可欠であり、家

庭や地域、学校、幼稚園・保育園(所)、職場等において子どもからお年寄りまで「食」に対

する意識を高め、自然の恩恵や動植物の命をいただくことに対する感謝の心を育むとともに、

食を大切にする心を養う必要があります。 

 古くから各集落で伝えられてきた伝統料理、悠久の流れの中で先人たちが守り育んできた

自然からもたらされる農林水産物について、町民一人一人が愛着を持って消費することが食

育・地産地消につながります。 

 そこで、屋久島町では、食育・地産地消の推進にあたって基本目標を次のように定め、取

組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本的施策 

 基本目標を達成するため次の４つを推進施策として取り組みます。 

 １．豊かな食文化と元気な農林水産業に根ざした食育の推進 

 ２．家庭・地域・学校等における取組とライフステージに応じた食育の推進 

 ３．食生活の改善に向けた取組の推進 

 ４．地場産物の積極的な利用による地産地消の推進 

 

  

基本目標 

○や  山、海、里 

○く  暮らしと共にある 

        ○し  自然の恵みに感謝 

          ○ま  守り育もう屋久島町の食 
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第４章 食育・地産地消推進に関する施策 

１．豊かな食文化と元気な農林水産業に根ざした食育の推進 

（１）食について考える 

  「山に十日・海に十日・野に十日」と言われるように、私たちの暮らしは、山・海・里

とのかかわり合いの中で営まれており、食事は自然からの恩恵で成り立っています。 

食べるという行為は、多くの貴重な動植物の命をいただいていること、そして、食卓に

料理として出てくるまでには、生産者をはじめとして数多くの人々がかかわっていること

を実感し、感謝の気持ちを持つことができるように、関係機関の連携によりあらゆる機会

において啓発活動に取組ます。 

 

（２）食文化の継承と活用 

  平成 25 年 12 月に日本の「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されるなど、食文化の

継承の機運が高まってきています。食文化の伝承のため、屋久島町食生活改善推進員連絡

協議会、屋久島町生活研究グループ等の支援、協力をもらいながら、各種の料理教室や講

座等において郷土料理や伝統料理について普及を図ります。 

  学校給食においても、郷土料理や伝統料理、四季の行事食、旬の食材を使った料理を取

り入れ、次代を担う子どもたちに本町の食文化に対する理解や愛郷心の醸成を図ります。 

 

（３）農林水産業等に関する体験活動の促進 

  子どもたちの農林水産業体験の機会を確保するため、生産者や農林水産業団体が学校等

と連携した食育・地産地消に取り組む活動を推進します。また、農林水産業に関する体験

活動（グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズム）を通して、農林水産物への愛着心を

育むとともに、食に対する感謝の気持ちを育みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇ グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズムとは･･･ 

農山漁村に滞在し、農漁業体験等を通じてその地域の自然、文化、人々と

の交流を楽しむ滞在型の余暇活動のことです。 

農村での農業体験活動を行うことをグリーン・ツーリズム、漁村で漁業体

験活動を行うことをブルー・ツーリズムといいます。 

グリーン・ツーリズムやブルー・ツーリズムを通して都市住民との交流が

促進されます。 
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２．家庭・地域・学校等における取組とライフステージに応じた食育の推進 

（１）家庭における食育の推進 

  家庭は、生涯の中で最初に味を覚え、基本的な食習慣が始まるところです。家族で食卓

を囲んでのコミュニケーションを通じて、食の楽しみ、食文化、マナーのリレーが行われ

るなど、子どもへの食育推進の基本となる場所です。このため、子どもの発達段階に応じ

て取組まれる「食」を通じた実践の中で、保護者も「食」についての意識を高め、健全な

食生活を実践できる取組を行います。 

 

（２）地域における食育の推進 

  本町では、それぞれの地域において、食に関するさまざまな取組を行っているボランテ

ィア団体が活動しています。町民一人一人が食に関する意識を高め、食育を実践するため

には、地域での取組も大変重要です。食育・地産地消を通じた地域活性化のために、その

活動を支援するとともに、各種研修会等を通じて人材育成を図ります。 

 

（３）学校等における食育の推進 

  いろいろな食べ物を見て、触れて、噛んで味わう体験活動を通して自ら進んで食べよう

とする心とともに、栽培・収穫体験や料理教室などの体験活動を通じて、農林水産物に対

する愛着と食べ物に対する感謝の心を育みます。 

栄養教諭や学校栄養職員等の専門職員並びに生産者等の地域人材を活用して学校の実情

に応じた相談指導や教科、特別活動における指導の充実を図ります。 

児童生徒の生活リズムを整えるため、「早寝早起き朝ごはん」運動に家庭や地域と連携し

て取組を推進します。 

 

（４）ライフステージに応じた食育の推進 

  町民一人一人が一生涯を通して健康で豊かな社会生活を営むためには、あらゆる世代に

おいて「食育」に関する正しい知識や望ましい食習慣を理解し、実践することが大切です。 

  町民が過ごす年代に応じた食育の取組を理解し、実践につながる取組を行います。 

   ◆ ライフステージに応じた食育 

   乳幼児期（ ０歳～ ５歳）：食べる意欲を育てる。 

   学 齢 期（ ６歳～１５歳）：食の体験を広げ、選択する力を育てる。 

   青 年 期（１６歳～２４歳）：食を選択し、自己管理する力を育てる。 

   成 人 期（２５歳～３９歳）：自らの食生活を確立し、次世代に食の大切さを伝える。 

   壮 年 期（４０歳～６４歳）：食生活を見直し、食の経験を活かし伝える。 

   高 齢 期（６５歳～   ）：食文化を広め、食を守り育てる。 
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（５）食育月間の取組 

食育・地産地消推進運動を継続的に展開し、食育の一層の定着を図るための機会として、

６月の「食育月間」や毎月 19 日の「食育の日」、鹿児島県が定めている毎月第３土曜日の

「かごしま活き生き食の日」を中心に普及啓発活動を推進します。 

屋久島町では６月を朝食月間として、食の推進を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．食生活の改善に向けた取組の推進 

（１）望ましい食習慣・規則正しい生活習慣の習得 

  心身ともに健康で生涯にわたって生き生きと過ごすためには、健康上の問題で日常生活

が制限されることなく生活できる期間をいう「健康寿命」の延伸が重要であり、そのため

には、生活習慣病の発生予防と重症化予防が欠かせません。 

生活習慣病の低年齢化の問題なども踏まえ、特に、子育て世代を対象として望ましい食

習慣や知識の周知を図るとともに、朝食の欠食や不規則な食事が体や心へ及ぼす影響と生

活リズムの大切さなどを伝え、子どもの頃からの１日３回の食事を基本とした規則正しい

生活習慣やバランスのとれた望ましい食習慣の実践に向けて食生活指針や食事バランスガ

イドの普及・啓発等への取組を行います。 

 

  

◇ 食育月間、食育の日とは･･･ 

「食育月間」は、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透

を図る月間として、「食育の日」は、食育推進運動を継続的に展開し、食育の一層

の定着を図るための機会として、「食育推進基本計画」により定められています。 

◇ かごしま活き生き食の日とは･･･ 

自らの健康や食生活について見つめ、家庭や地域で鹿児島県の農林水産物や食文

化を生かした食育や地産地消に取り組む日のことです。 

６月は「朝食月間」 
１日の生活リズムは朝ごはんから!! 
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（２）妊産婦や乳幼児への栄養指導 

  妊娠期及び授乳期における母子の健康を確保するために適切な食習慣の確立を図り、子

どもの健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の基盤づくりのため、妊産婦やその家族

に対する栄養指導などに努めます。 

 

（３）食品の安全性や表示に関する情報提供 

  食の安全性が損なわれると健康に重大な影響を及ぼすことが危惧されます。安全な食生

活のためには食品等の生産者が安全性の確保に努めることはもちろんのこと、一人一人が

安全な食材を選択できる知識とともに、食の安全性を意識して行動することが求められて

います。 

子どもから大人まで、食品の安全性をはじめとする食に関する知識と理解を深め、安全

な食品を選択できる力を身に付けられるように情報提供を行います。 

 

 

４．地場産物の積極的な利用による地産地消の推進 

（１）学校給食における地場産物の活用 

  学校給食等において地場産物を積極的に使用し、子どもたちと生産者との交流活動を通

じて地場産物への理解促進と生産者や食材に対する感謝の心を育む取組を推進します。 

  これまでも年間を通じて計画的に郷土料理や地場産物が取り入れられており、特に「永

田の米」は９月から翌年３月まで使用され、生産者の意欲向上にも大きな役割を果たして

います。学校給食は、子どもたちが一番身近に食育や地産地消を学ぶことができる場であ

ることから、地場産物の積極的な利用による継続的な推進を図ります。 

 

（２）農林水産業者やそのグループ等の支援 

  これまでの農林水産物は素材提供が中心に行われてきましたが、地域資源の一層の有効

活用による地域農業への理解促進や生産振興を図るため、６次産業化の推進を目指して地

場産物を利用した加工品の開発や販売を行う加工業者や農林水産業者、そのグループ等の

磨き上げを行うとともに、新たに起業する加工業者や農林水産業者、そのグループ等への

支援を行います。  

◇ 生活習慣病とは･･･ 

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の毎日の生活習慣の積み重ねによって引

き起こされる病気の総称をいいます。代表的なものに、糖尿病、高血圧、脂質異常

症、肥満などがあります。 
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（３）事業者等との連携による地場産物の活用 

  本町では、地域資源を活用した世界自然遺産の島にふさわしい新鮮で魅力ある食環境の

形成、地域振興を図るため、「屋久島世界自然遺産・食の条例」を制定しています。そして、

地産地消を推進する施設を「屋久島料理の宿」、「屋久島料理の店」、「屋久島農林水産物の

店」として登録していることから、登録店などとの連携により地場産物の利用促進を図り

ます。 

豊かな自然の生態系を維持するための狩猟や農産物に被害をもたらす害獣として捕獲さ

れたシカの肉をジビエ料理として有効に活用する事業者等と連携し、食肉としての普及促

進を図ります。 

  ※ ジビエ：狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉を意味する言葉（フランス語） 

 

（４）生産者の安心・安全への取組の推進 

  安心・安全な食品の流通には生産者の「食」に対する高い意識が求められています。消

費者が安心して購入できる食材提供のため、生産から流通、消費までの過程を明確にする

とともに、環境と調和のとれた農業推進のため、Ｋ－ＧＡＰをはじめとした各種認証制度

の取得の推進、販売促進活動の支援を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇ Ｋ－ＧＡＰとは･･･ 

鹿児島県内で農業生産の行為が適切であること、およびその行為の意味

で、適正農業管理がＧＡＰの語源となっています。 

すなわち、 

Ｇｏｏｄ（良い） 

Ａｇｒｉｃａｌｔｕｒａｌ（農業の） 

Ｐｒａｃｔｉｃｅ（やり方） 

       の頭文字を略してＧＡＰと呼びます。 
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第５章 計画の推進にあたって 

１ 推進体制 

 地域全体で町民一人一人が食育及び地産地消を実践しやすい環境づくりを一体的に進めて

いくため、家庭を中心としながら、食育・地産地消に係わる多様な関係者が担う役割を明確

にし、相互に連携・協同を図りながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画の推進にあたっては、施策を効果的・効率的に推進する観点から、町の関係課が中

心となって進捗状況の把握・評価を実施し、適切な進行管理に努めます。 

 また、計画は必要に応じて見直しを行い、評価や見直しにあたっては、関係者や町民の意

見を聴取しながら適正に行います。 

家庭 

個人・家族 

生産者 

行政 

教育 

機関 

事業者 

保育 

機関 

関係 

団体 

連携・協同 

地 域 
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３ 関係者の役割 

（１）家庭・地域の役割 

  ○ 家族団らんの食事や調理体験などを通じて親子のコミュニケーションを図る。 

○ 町民一人一人が食生活を見直し、健康づくりに努める。 

  ○ 生産者等との積極的な交流を通じた産地の取組への理解を深めることにより、地場産

物への愛着や安心感を深め、食育・地産地消に努める。 

 

（２）学校等・教育関係者の役割 

 ○ 子どもの成長に合わせた食育を推進し、健全な食習慣の形成に努める。 

○ 農林水産業体験や調理実習等、さまざま食体験の提供を図る。 

 ○ 町の食文化の継承や町内産農林水産物への理解促進を図る。 

 ○ 給食等への地産地消の促進に努める。 

 

（３）農林水産業者の役割 

 ○ 農業体験活動等を通じて子どもたちやその保護者を対象に「食」と「農」について考

える機会を提供し、自然の恩恵と農業生産活動の重要性についての理解促進を図る。 

  ○ 安全・安心な農林水産物の生産・供給に努める。 

 

（４）食品関連事業者等の役割 

 ○ 町内産農林水産物を使った食品や伝統料理などの開発や販売に努める。 

 ○ 積極的な食育・地産地消の推進に努める。 

 

（５）行政の役割 

 ○ 食育・地産地消推進計画に基づき関係機関との連携を図り、重点施策等を推進する。 

 ○ 食育・地産地消の町民への浸透を図る。 

  ○ 町民や関係団体等が行う食育・地産地消推進のための取組に対する支援に努める。 

  ○ 食の安全・安心に関する情報提供に努める。 

 ○ 町内産農林水産物の情報提供に努める。 
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第６章 数値目標 

 関係者が互いに連携して、計画の推進に取り組み、取組の成果を客観的に把握できるよう

に数値目標を設定します。 

 

１ 食育の推進 

No. 項   目 現状(28年度) 目標(33年度) 

１ 朝食を食べていない人の割合 

小学生 ８.９％  ０.０％  

中学生 ７.０％  ０.０％  

高校生 ８.４％  ０.０％  

２ 
食育の言葉も意味も知ってい

る人の割合 

小学生 １９.５％  ５０.０％  

中学生 ２１.６％  ５０.０％  

高校生 ３１.０％  ５０.０％  

３ 食育に関心がある人の割合（成人） ８０.３％  ９０.０％ 

４ 
地域の産物を使って料理をしたり、郷土料理を

作ったりしている人の割合（成人） 
５３.３％  ７０.０％  

５ 
食生活指針の言葉も内容も知っている人の割

合（成人） 
１２.８％  ３０.０％  

６ 
食事バランスガイドの言葉も内容も知ってい

る人の割合（成人） 
２０.５％  ４０.０％  

７ 
生活習慣病に気を付けて食事をしている人の

割合（成人） 
４６.７％  ６０.０％  

注) No.３～７について、現状は小中学生の保護者を対象としたアンケート結果の値ですが、目標は町民全体

の目標値として設定しています。 

 

２ 地産地消の推進 

No. 項   目 現状(28年度) 目標(33年度) 

１ 
地産地消の言葉も意味も知って

いる人の割合 

小学生 ８５.８％  １００.０％  

中学生 ７９.８％  １００.０％  

高校生 ７５.７％  １００.０％  

２ 
地産地消を意識して食材を購入する人の割合

（成人） 
６５.３％  ７５.０％  

３ 
学校給食における地場産物の利用割合※１ 

（重量ベース） 
１４.６％  １７.０％  

４ 
調理や保存に気を付けて食品の無駄や廃棄を

減らすようにしている人の割合（成人） 
９１.８％  ９５.０％  

  ※1 対象品目は町内で生産されている農林水産物とします。 

注) No.２・４について、現状は小中学生の保護者を対象としたアンケート結果の値ですが、目標は町民全体

の目標値として設定しています。 

 


